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年金定期便相談を行います
住民課国保年金係　℡９３４－２２４１

　年金定期便が届いた方を対象に相談窓口を開設

します。相談は年金事務所に委託を受けた社会保険

労務士が対応しますので、お気軽におこしください。

○持参するもの

　年金定期便、年金手帳、厚生年金の記録に疑義が

ある場合は当時の給与明細等、代理の方がご相談さ

れる時は、「委任状」と代理の方の身分証明書

○日時　９月13日（火）９時～12時、13時～17時

○場所　役場１階多目的ホール

２０１１下水道展開催案内
上下水道課　℡９３４ー２２２４

　下水道は住民の安全で快適な生活を確保し、河

川、海等の水質汚濁防止のために必要不可欠な生

活環境基盤施設です。この度、多々良川流域関連

６町、福岡県下水道公社、多々良川流域下水道促

進協議会では、「下水道　生きものすべての　いの

ちのわ」のテーマのもと、次のとおり下水道展を

開催し下水処理場を一般公開します。

○日時　９月 11 日（日）10 時～ 14 時

※風雨が強いときには、中止になることがあり　

ます。

○場所　多々良川浄化センター

　　　　（粕屋町大字江辻７０５）

○内容　下水処理場施設見学、下水道ビデオ上映、

　　　　おたのしみコーナー（ヨーヨーつり、ボー

　　　　ルすくい、アメ玉のすくい取り、風船、ポ

　　　　ップコーン、かき氷）

お詫びと訂正
総務課総務係　℡９３２－１１１１

　「広報うみ」７月号に掲載しておりました、８月

のカレンダーのおもちゃ病院開設日に誤りがあり

ましたので、お詫びして訂正いたします。

【正】　８月 25 日（木）10 時～ 12 時

【誤】　８月 26 日（金）10 時～ 12 時

10月から住民税の年金天引き（特別徴収）が始まります
税務課町民税係　℡９３４―２２４２

65 歳以上（毎年４月１日現在）の年金受給者のうち、住民税の納税義務が
ある方が対象です。

　平成 23 年度については、住民税の年金天引きの開始が、10 月支給分の年金からとなります。

　対象者の方へは、10 月支給分の年金から、６月にお知らせしていた住民税額を差し引いた額の

年金が振り込まれることになります。

平成 24 年度以降は、以下のようになります。

年金所得のみで住民税の納税義

務のある方

給与所得と年金所得がある方

不動産所得等の給与所得以外と

年金所得がある方

年金天引き（年金特別徴収）

給与所得については給与からの天引き（特別徴収）と年金所

得部分については年金天引き（年金特別徴収）となります。

年金所得以外については、個人払い（普通徴収）となり、納

付書等で納めていただき、年金所得部分について年金天引

き（年金特別徴収）となります。

　子宮頸がん予防ワクチン接種対象者には通知して

おります。任意の接種となりますが、接種を希望さ

れた方へは、左記のとおり公費負担で接種かできま

す。特に高校 2 年生の年齢に相当する方は、１回目

接種の期間が決まっていますので、ご注意ください。

○対象者　　　　　　　

【平成６年４月２日～平成７年４月１日生まれの女子】

※９月 30 日までに１回目を接種した方のみ平成 24

　年３月 31 日まで公費負担で接種。　　

【平成７年４月２日～平成11年４月１日生まれの女子】

※平成 24 年３月 31 日まで公費負担で接種。

○持参するもの　母子健康手帳

平成 23年度家庭教育講座受講者募集
社会教育課　℡９３３―２６００

　＜テーマ＞親子力アップをめざして！！
○日時・場所　下表参照

○対象　町内在住在勤の思春期を迎える子どもを持つ保護者、思春期の子どもを持つ保護者、乳幼児期の子

　　　　どもを持つ保護者、子育てに関心のある方、子育て支援者、子育てサポーターリーダー　

○定員　40 名

○託児　有り　※６ヶ月～就学前、要予約、先着順。

○締切　９月２日（金）

回

１回目

２回目

日時 場所 内容 講師

公開講座

９月９日（金）

10 時～ 12 時

公開講座

９月 27 日（火）

10 時～ 12 時

し～ず・うみ

多目的室

し～ず・うみ

多目的室

親と子どもが育ちあうために

子どものしつけとお金の不思

議な関係

筑紫女学園大学

人間科学部人間科学科

准教授　渋田　登美子　氏

ファイナンシャルプランナー

鶴田　明子　氏

子宮頸がん予防ワクチン接種の接
種期間について

健康福祉課健康づくり推進室（うみハピネス内）

　℡９３３―０７７７

中学1年生と高校３年生の年齢相当の
ＭＲ予防接種について

健康福祉課健康づくり推進室（うみハピネス内）

　℡９３３―０７７７

　麻しん・風しんは感染力が強く、かかった際の重篤

化を予防するうえで、予防接種は大切です。以前は乳

幼児期に各１回の接種でしたが、現在は麻しん風しん

混合ワクチン ( ＭＲ ) となり２回接種となってます。

予防接種の効果・副反応について理解したうえで夏休

みを利用して接種しましょう。

　４月１日以降接種された方は再度接種の必要はあ

りません。

○対象者　第３期　

　　　　　第４期　

○接種期間　平成24年３月31日まで(期間内１回)

※この期間を過ぎると定期予防接種ではなくなり接

　種費用もご本人負担となります。

○持参するもの　母子健康手帳

平成 10年４月２日～平成 11年４

月１日生まれの方

平成５年４月２日～平成６年４

月１日生まれの方


